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載
し
た
場
合
、
ど
の
よ
う
な
手
間

が
考
え
ら
れ
る
か
。

市
に
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
を
設

置
し
て
い
た
平
成
21
年
４
月
〜
平

成
25
年
５
月
末
の
間
で
、
平
成
24

年
４
月
号
〜
平
成
25
年
５
月
号
の

広
報
に
、「
情
報
得
る　

参
加
チ

ャ
ン
ネ
ル
」
と
題
し
た
ペ
ー
ジ
当

初
に
、
連
絡
先
と
し
て
コ
ー
ル
セ

ン
タ
ー
の
電
話
番
号
と
フ
ァ
ッ
ク

ス
番
号
の
両
方
を
掲
載
し
て
い
た
。

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
終
了
に
伴
い
、

連
絡
先
を
掲
載
し
な
く
な
っ
た
。

そ
の
後
、
フ
ァ
ク
ス
の
問
い
合
わ

せ
な
ど
は
、
掲
載
を
依
頼
す
る
各

担
当
課
の
判
断
と
な
り
、
統
一
は

さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
フ
ァ
ク

ス
番
号
の
追
加
掲
載
は
、
比
較
的

簡
単
か
と
考
え
る
が
、
１
つ
の
フ

ァ
ク
ス
番
号
を
複
数
の
課
で
共
有

し
て
い
る
部
署
も
あ
り
検
証
の
必

要
は
あ
る
。

「
電
話
で
十
分
で
は
」
と
思

う
方
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

市
主
催
の
手
話
奉
仕
員
養
成
講
座

を
受
講
し
た
際
、「
耳
が
不
自
由

で
、
フ
ァ
ク
ス
を
多
く
使
う
。
広

報
紙
に
は
フ
ァ
ク
ス
番
号
が
載
っ

て
い
な
い
こ
と
が
多
く
、
困
る
」

と
い
う
意
見
が
あ
っ
た
。
平
成
29

年
３
月
31
日
現
在
で
、
聴
覚
障
が

い
の
方
は
市
内
に
３
９
７
名
い
る
。

橿
原
市
障
が
い
福
祉
計
画
に
は
、

障
が
い
の
あ
る
人
も
な
い
人
も
、

同
じ
よ
う
に
暮
ら
し
て
い
け
る
ま

ち
を
目
指
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
な
ど
重
要
性
が
書
か
れ
て
い

る
。
課
に
フ
ァ
ク
ス
が
あ
る
限
り

フ
ァ
ク
ス
番
号
を
載
せ
る
べ
き
で

は
。

フ
ァ
ク
ス
番
号
の
記
載
は
前

向
き
に
進
め
た
い
。

広
報
の
今
後
の
あ
り
方
に
つ

い
て
聞
く
が
、
イ
ベ
ン
ト
や
取
り

組
み
等
の
告
知
、
ア
ピ
ー
ル
に
Ｓ

Ｎ
Ｓ
を
利
用
し
て
い
る
が
、
活
用

方
法
は
。

平
成
27
年
10
月
〜
平
成
28
年

３
月
の
間
に
職
員
で
構
成
す
る
Ｓ

Ｎ
Ｓ
活
用
検
討
会
を
開
催
し
、「
橿

原
市
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
利
用

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
を
策
定
し
た
。

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
面
に
配
慮
し
、

文
化
財
・
文
化
振
興
・
観
光
政
策

課
な
ど
で
、
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
な

ど
を
用
い
、
イ
ベ
ン
ト
の
告
知
等

に
活
用
し
て
い
る
。

Ｓ
Ｎ
Ｓ
も
種
類
に
よ
っ
て
利

用
層
が
異
な
る
。
昨
年
、
総
務
省

が
示
し
た
調
査
研
究
資
料
に
よ
る

と
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
は
各
年
代
に

浸
透
し
て
い
る
が
、
ツ
イ
ッ
タ
ー

は
若
年
層
の
ユ
ー
ザ
ー
が
多
く
、

イ
ン
ス
タ
グ
ラ
ム
は
、
利
用
人
数

は
少
な
い
が
女
性
の
利
用
率
は
高

く
、
10
代
、
20
代
の
女
性
の
日
常

生
活
の
一
部
と
化
し
て
い
る
。
ど

の
Ｓ
Ｎ
Ｓ
に
注
力
し
て
い
く
の
か
。

ど
の
Ｓ
Ｎ
Ｓ
に
力
を
入
れ
る

か
は
定
め
て
い
な
い
。
有
効
活
用

に
は
各
種
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
特
性
理
解
と

情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
に
万
全
を

期
す
必
要
が
あ
る
。
考
慮
し
た
上

で
活
用
す
べ
き
と
思
っ
て
い
る
。

来
年
オ
ー
プ
ン
予
定
の
新
分

庁
舎
な
ど
に
つ
い
て
、
広
く
正
し

く
伝
え
る
必
要
が
あ
る
。
広
報
や

Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
含
め
、
今
後
の
広
報
戦

略
は
。自

治
体
広
報
も
、
住
民
へ
の

お
知
ら
せ
型
か
ら
、
住
民
と
行
政

の
関
係
が
「
パ
ー
ト
ナ
ー
」
に
変

化
し
、「
対
話
型
」
へ
の
変
革
が

求
め
ら
れ
て
い
る
。
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
可

能
性
や
若
者
世
代
の
ニ
ー
ズ
を
把

握
し
、
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
に
配
慮

し
な
が
ら
「
若
者
に
届
く
広
報
」

を
実
現
す
る
効
果
的
な
情
報
発
信

の
ツ
ー
ル
と
し
て
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
積

極
的
に
活
用
し
た
い
。

教

育

に

お

け

る

２
０
２
０
年
問
題
と

教
職
員
の
労
働
環
境

２
０
２
０
年
に
大
規
模
な
教

育
改
革
が
行
わ
れ
る
。
小
中
学
校

で
も
大
き
な
変
化
が
あ
り
、
英
語

の
授
業
数
の
増
加
や
、
道
徳
の
教

科
化
、
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
教
育
の

必
修
化
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、

小
中
学
校
の
２
０
２
０
年
の
教
育

改
革
に
つ
い
て
改
め
て
聞
き
た
い
。

次
期
学
習
指
導
要
領
が
改
定

さ
れ
る
予
定
で
、
小
学
校
は
平
成

32
年
度
（
２
０
２
０
年
度
）、
中

学
校
は
平
成
33
年
度
よ
り
施
行
さ

れ
る
。
特
に
小
学
校
で
は
、
外
国

語
活
動
（
英
語
）
の
授
業
時
間
が

増
加
、
教
科
化
さ
れ
、
プ
ロ
グ
ラ

ミ
ン
グ
教
育
が
新
た
に
導
入
さ
れ

る
。
小
学
校
５
・
６
年
生
で
外
国

語
活
動
（
英
語
）
が
教
科
に
位
置

づ
け
ら
れ
、
小
学
校
３
・
４
年
生

に
は
新
た
に
外
国
語
活
動
を
行
う
。

指
導
は
原
則
担
任
が
行
う
た
め
、

本
格
実
施
に
向
け
教
職
員
の
指
導

力
を
高
め
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

道
徳
の
教
科
化
は
、
小
学
校
は
平

成
30
年
度
、
中
学
校
は
31
年
度
か

ら
行
わ
れ
る
。

プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
教
育
の
必

修
化
に
対
し
、
国
か
ら
具
体
的
な

対
策
な
ど
示
さ
れ
て
い
る
の
か
。

文
科
省
は
「
未
来
の
学
び
コ

ン
ソ
ー
シ
ア
ム
」
と
い
う
外
部
団

体
と
連
携
を
図
り
な
が
ら
教
材
開

発
や
研
究
を
進
め
て
い
る
。
今
の

と
こ
ろ
具
体
的
な
方
向
性
は
出
て

い
な
い
が
、
国
や
県
教
委
と
連
携

を
と
り
、
施
行
ま
で
の
２
年
間
で

い
ろ
い
ろ
取
り
組
み
た
い
。

２
月
４
日
の
新
聞
に
小
中
学

校
の
先
生
方
の
勤
務
実
態
調
査
が

掲
載
さ
れ
て
い
た
。
週
当
た
り
の

労
働
時
間
が
60
時
間
を
超
え
る
割

合
が
小
学
校
教
諭
で
72
．
９
％
、

中
学
校
教
諭
で
86
．
９
％
。
法
的

労
働
時
間
は
週
40
時
間
で
あ
る
た

め
、
60
時
間
超
え
と
な
る
と
週
20

時
間
以
上
の
時
間
外
労
働
と
な
る
。

月
単
位
で
は
20
時
間
×
４
週
で
80

時
間
と
な
り
、
厚
生
労
働
省
の
定

め
る
過
労
死
ラ
イ
ン
に
触
れ
る
こ

と
に
な
る
。
本
市
で
も
多
く
の
先

生
方
が
遅
く
ま
で
残
っ
て
い
る
。

小
中
学
校
の
先
生
方
の
勤
務
実
態

を
週
単
位
や
月
単
位
で
一
人
一
人

把
握
し
て
い
る
の
か
。

次
期
学
習
指
導
要
領
の
実
施

を
控
え
、
教
職
員
の
負
担
は
さ
ら

に
増
え
る
と
思
わ
れ
る
。
勤
務
実

態
は
詳
細
に
は
把
握
し
て
い
な
い

が
、
管
理
職
が
教
職
員
の
勤
務
状

橿原市において、ソーシャルメディア（※）
を積極的かつ安全に活用するため、各所属で
円滑に開設・運用するためのポイントと市職
員が公私を含めソーシャルメディアを活用す
るときに留意しなければならないことを明示
した「橿原市ソーシャルメディア利用ガイド
ライン」（以下「ガイドライン」といいます。）
を次のとおり定めます。

橿原市ソーシャルメディア利用ガイドライン
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